
令和６年度静岡県福祉サービス第三者評価調査者継続研修実施要綱

１ 目 的

静岡県福祉サービス第三者評価事業推進要綱に基づき、公正・中立な立場から福祉サービ

ス提供事業者を評価し、結果を公表する福祉サービス第三者評価機関において、事業者及び

利用者等の調査を行い、評価を実施する評価調査者のうち、評価業務に携わる者に対して、

業務を継続的に実施するために必要となる知識等の付与及び資質の向上を図るため開催する

令和６年度の静岡県福祉サービス第三者評価調査者継続、個別研修を実施するのに必要な事

項を定める。

２ 主 催

静岡県

３ 日程及び内容

受講者は、下表に掲げる日のうちから１日を選択して受講する。

４ 受講対象

１３０人

５ 会場

研修は、会場での講義及び演習により行う。

令和７年２月12日（水）：静岡県総合社会福祉会館（シズウエル） ６０１会議室

令和７年２月18日（火）：静岡県総合社会福祉会館（シズウエル） ６０１会議室

６ 受講資格

(１) 静岡県福祉サービス第三者評価調査者養成研修修了者

（ただし、修了者証が有効期限内の者）

(２) 全国社会福祉協議会主催の社会的養護関係施設評価調査者養成研修会において「評価

調査者養成研修会修了証書」を交付された者（ただし、修了者証が有効期限内の者）

日 時 科 目 時 間 講 師

令和７年

２月12日（水）

２月18日（火）

10:20～16:30

いずれか１日

○オリエンテーション 10:20～10:30

福祉指導課
○講義
幼保連携型認定こども園等の評価基

準・ポイント解説）

10:30～11:30

○演習
評価結果の記載方法について

12:30～15:30 五味社会福祉士

個人事務所

五味 恭子氏○評価・まとめ 15:30～16:30



７ 受講申込期間

令和６年11月20日（水）～令和６年12月13日（金）（必着）に、静岡県福祉サー

ビス第三者評価調査者養成研修等実施要領様式1-2継続研修受講申込書に必要書類を添付

して、福祉指導課に提出する。

８ 研修受講料

受講料は５，０００円とし、県に納付するものとする。原則として、いったん納付した受

講料は返還しない。

また、研修にかかる交通費等は自己負担するものとする。

９ 受講申込から受講までの流れ

10 修 了

規定のカリキュラムを受講した修了者には、修了者証に研修の種類と修了年月日を記載し、

確認印を押印する。

11 申込み・問合せ先

静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課法人児童指導班

電話番号 ０５４－２２１－２３２５

FAX 番号 ０５４－２２１－２１４２

E-mail houjin-shidou＠pref.shizuoka.lg.jp

① 受講申込書の提出 受講申込書に必要事項を記載し、必要書類を添付して、

福祉指導課に提出する。

〔提出期限〕令和６年12月13日（金）

② 受講料の納付 申込者あてに受講料の納入通知書を交付するので、納

付期限までに納付するとともに、納付後速やかに、納入

通知書(控)の写し等、納付を証明する書類の写しを福祉指
導課に提出する。

〔納付期限〕令和７年１月15日（水）

〔提出期限〕令和７年１月20日（月）

③ 受講決定通知 上記の福祉指導課への到達により、納付が確認できた

申込者に対し受講決定通知や研修に必要な書類を送付す

る。

〔受講決定通知〕令和７年１月31日（金）送付予定

④ 受講 会場での講義及び演習を行う当日に、以下を回収する

ので忘れずに持参する。

〔持参する物〕

・受講決定通知

・（受講資格アの本県養成研修修了者のみ）評価調査

者養成研修修了者証（名刺サイズのもの）

・筆記用具


